
 

  

1 

 
2026 年 6 月 11 日 

「海上自衛隊艦艇の台湾海峡航行に対する中国の対応 

—ハイブリッド戦の観点からの分析—」 

中曽根平和研究所 

主任研究員 

高畠 太 

 

1 導入 

 2026 年 4月 17日、海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が台湾海峡を航行（以下「「いかづち」によ

る台湾海峡航行」という。）した1。海自艦艇による台湾海峡の航行は通算 4 回目であり、2025年 11

月 7 日の高市首相による台湾有事の際の存立危機事態の認定の可能性をめぐる発言後に、中国側が

中国人に対する日本への渡航自粛の呼びかけ2、日本産海産物の輸入禁止3、日本の 20社・団体に対

するデュアルユース製品の輸出禁止4等の一連の措置を実行し、日中間の政治的緊張が高まって以

降は初である。 

 当該航行に対し、中国側は迅速に反応した。同日中に、中国国防省報道官は中国海空軍部隊が「い

かづち」を追尾・監視し状況をコントロールするための効果的な手段をとっていると発表した。さ

らに同報道官は、日本側の行動は意図的な挑発でありさらに過ちを積み重ねるものである、高市首

相は台湾に関しあやまった発言を行い現在に至るまで悔恨の意を示していない、海自艦艇の航行は

台湾をめぐる状況を悪化させ「台湾独立分離主義勢力」にあやまったシグナルを送ることとなる等

と発言し、日本側を非難した5。また中国外務省報道官も同日に「日本側は力を見せつけ意図的に中

国を挑発するために海自艦艇に台湾海峡を航行させており間違った行動を積み重ねている」、「日本

の一部勢力による武力介入（armed intervention）を実施し台湾海峡の平和と安定を破壊しようとす

る危険な試みである」と発言した6。 

さらに「いかづち」による台湾海峡航行から 2 日後の 4 月 19 日には、中国海軍艦艇 2 隻が奄美

大島と横当島との間の海域（以下「奄美大島・横当島間」という。）を北東進し太平洋へ向けて航行

した7。これらの艦艇は 3日後の 4月 22日に与那国島と西表島の間の海域を北東進し東シナ海へ向

けて航行した8（図 1参照）。中国国防省報道官の声明によれば、当該航行は年次計画に基づく通常

の訓練であり、いかなる特定の国家及び組織を対象としたものでもない9。しかし、中国メディアに

よる報道の中には、「いかづち」による台湾海峡航行と関連付ける論調も見られた。例えば、中国共

産党中央委員会の機関紙である『人民日報』傘下の『環球時報（Global Times）』は、匿名の中国の

軍事専門家によるコメントという形で、当該航行は「いかづち」による台湾海峡航行の直後に実施

されていることから悪意ある敵対勢力に対する抑止として機能しており中国の主権並びに海洋に

関する権利及び権益を守る固い決意を示すものであるとの見方を紹介した10。 
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図１ 「いかづち」による台湾海峡航行並びに中国海軍艦艇による奄美大島・横当島間及び与那

国島・西表島間の航行（航程の細部は推定） 

 

資料源：統合幕僚監部報道発表資料11及び国土地理院資料12を基に筆者作成 

 

海自艦艇の台湾海峡航行は通算 4 回目、日本単独での航行は 3 回目である13。中国側が航行当日

に海自艦艇に対する監視を行ったことを公表したこと14、「武力介入」という強い表現を用いて日本

側を非難したこと15、さらに航行からわずか 2 日後に中国海軍部隊による奄美大島・横当島間の航

行を実施したことから、「いかづち」による台湾海峡航行に対する中国側の対応はこれまでと比較

しより強い反発を示すものであった。また、軍事的な活動に加え、国防省、外務省及び中国共産党

に関連するメディアによる積極的な情報発信も実施された。一連の動きの中で、中国側はいかなる

手段をもってどのような目的を達成しようとしたのか。本稿ではこのような問いをハイブリッド戦

の観点から論ずる。 

 

2 三戦—中国によるハイブリッド戦 

(1) ハイブリッド戦の概要 

ハイブリッド戦とは戦略的な目的を達成するために軍事的及び非軍事的手段を複合的に用いる

戦いである16。ハイブリッド戦の厳密で一致した定義はないものの、例えば北大西洋条約機構（North 

Atlantic Treaty Organization：NATO）は、ハイブリッド脅威を「軍事的手段と非軍事的手段、顕示的

手段と隠密的手段を複合的に用いるものであり、偽情報、サイバー攻撃、経済的威圧、非正規軍事

集団及び正規軍の派遣・使用等が含まれる」と説明している17。伝統的な戦争と比較したハイブリ

ッド戦の最大の特徴は、軍事的手段と非軍事的手段を組み合わせた多様な方法により戦略的な目標

を達成することを目指すことである。このような特徴から、ハイブリッド戦では、伝統的な戦争で
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は目標達成のために不可欠とみなされてきた正規軍による大規模な軍事行動は必ずしも実施され

ない。さらに、戦略的な目的を達成するために物理領域において力を行使するのみならず情報領域

及び認知領域において対立相手を含む対象の意思決定に影響を与えることが重視されるという点

も、軍事力を中心とする力を用いて対立相手に意志を強要するという伝統的な戦争と対照的な特徴

である。そして、正規軍による大規模軍事行動を必ずしも必要としない、物理領域のみならず情報

領域及び認知領域でも戦われるといった特徴から、ハイブリッド戦では顕示的な戦いだけでなく、

攻撃主体の所属を隠ぺいする、攻撃主体の特定が困難な手段を用いる等の方法による隠密的な戦い

も実施される。これらの特徴からハイブリッド戦は本来的に複雑であり、平時と有事の中間に位置

する（表 1 参照）。そして、ハイブリッド戦の実施主体は平時と有事にまたがる連続性を利用しそ

の区別を意図的に曖昧にしながら戦略的な目標の達成を目指す場合が多い。 

 

表 1 伝統的な戦争とハイブリッド戦の比較 

戦争の種類 伝統的な戦争 ハイブリッド戦 

手段の種類 軍事的手段 軍事的手段、非軍事的手段 

正規軍による大規模軍事行動 必要 必ずしも必要ではない 

戦いが行われる領域 物理領域 物理領域、情報領域、認知領域 

戦いの性質 顕示的 顕示的、隠密的 

対象に対する力の行使の方法 意志の強要 意志の強要、意思決定への影響 

平時と有事の連続性／非連続性 非連続的 連続的 

 

ハイブリッド戦の代表的な事例は、2014年のロシアによるクリミア「併合」である。当該事例で

は、所属識別章を外す等の方法で所属先を隠ぺいしたロシア軍所属の人員を含む武装勢力がウクラ

イナのクリミア自治共和国内で隠密的に活動しつつ、同共和国議会等の要所を占拠し、空港、幹線

道路、ウクライナ軍の主要施設等を掌握した。そのうえで、ロシアはクリミア自治共和国における

「住民投票」を実施させ、その結果に基づくものとして形式上の正当性を装いつつクリミア半島を

「併合」し戦略的目標を達成した18。当該事例において、正規軍同士の大規模な戦闘は発生しなか

った。またこれらの活動と並行して、サイバー攻撃、偽情報の拡散等が実施された。 

(2) 中国によるハイブリッド戦 

このように新たな戦争の形態としてのハイブリッド戦の重要性が増す中、中国もハイブリッド戦

を重視している。中国は軍事や戦争に関して物理的手段のみならず非物理的手段も重視していると

みられ、「三戦」 と呼ばれる「輿論戦」、「心理戦」、「法律戦」を展開しているとされる19。軍事的手

段のみならず非軍事的な手段をも組み合わせて用いること、法律等の非軍事的手段も利用すること

及び世論その他の対象の認知・心理に影響を与えることを企図することから、三戦は中国によるハ

イブリッド戦の一形態であるとみなせる。 

近年、中国軍の活動と並行して情報発信を実施し、物理領域、情報領域及び認知領域において対

立相手を含む対象に影響を与えることを企図したとみられるハイブリッド戦の事例が多くみられ

る。一例として、2025年 12 月 6 日に沖縄東方海域で発生した中国海軍空母「遼寧」から発艦した
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戦闘機による航空自衛隊戦闘機に対するレーダー照射事案では、中国側は軍事アセットを利用し自

衛隊による通常の警戒・監視活動を妨害するとともに中国海軍艦艇と海自艦艇との間の無線交話記

録とされる音声の公開を含む情報発信を行い、中国軍による演習区域の事前通報にも関わらず自衛

隊機が意図的に危険な接近を行ったという偽情報を流布した。これらによって、軍事力を利用して

物理領域において影響力を行使することに加え、日本国内の世論及び国際的な情報空間を含む情報

領域及び認知領域において日本政府及び自衛隊が地域の平和と安定を損なう行動をとっていると

の情報操作を実施した20。「いかづち」による台湾海峡航行への対応として中国側が実施した海軍艦

艇による奄美大島・横当島間の航行及び関連する情報発信についても、このような軍事アセットに

よる行動と情報発信を組み合わせた中国によるハイブリッド戦の一環であるとみられる。 

 

3 中国の対応のハイブリッド戦の観点からの分析 

(1) 本節の概要 

 本節では、「いかづち」による台湾海峡航行に対する中国の対応をハイブリッド戦の観点から分

析する。初めに分析枠組みとして欧州ハイブリッド脅威対策センター（The European Centre of 

Excellence for Countering Hybrid Threats: Hybrid CoE）が提示したハイブリッド戦のコンセプト・モデ

ル（以下「コンセプト・モデル」という。）について述べる21。続いて、コンセプト・モデルが提示

するハイブリッド戦のツール（tool）、標的とされる領域（domain）の概念を参照しつつ22、「いかづ

ち」による台湾海峡航行に対する中国側の対応を 3つの手段—威圧的な軍事活動、情報操作、法律

の恣意的な利用—の観点から分析する。 

(2) 分析の枠組み—ハイブリッド戦のコンセプト・モデル 

欧州ハイブリッド脅威対策センターが提示したハイブリッド戦のコンセプト・モデルはハイブリ

ッド脅威の全体像を把握するための分析枠組みであり、「アクター及びその戦略的目標」、「アクタ

ーが用いるツール」、「標的とされる領域」、「時系列的な段階」の 4 つの柱から構成される23。これ

らの柱によって、ユーザーがハイブリッド脅威の時系列的変化を把握し、ハイブリッド脅威アクタ

ーが戦略的目標を達成するために標的とされる領域に影響力を行使する際に使用する一連のツー

ルを特定することが可能となる24。 

コンセプト・モデルでは、ある主体が一つもしくは複数の領域を対象とするツールを用いてハイ

ブリッド戦を実施すると想定される25。コンセプト・モデルにおいてハイブリッド脅威ツールとし

て例示されているのは、軍事演習、閾値・帰属困難性・法の隙間及び不確実性の利用、偽情報及び

プロパガンダ等を含む 40 のツールである26。また、標的とされる領域として例示されているのは、

外交、政治、文化、社会、法律、軍事、宇宙、行政、インフラストラクチャー、経済、インテリジ

ェンス、情報（information）、サイバーの 13の領域である27。 

このように、コンセプト・モデルではアクターが軍事的及び非軍事的手段から成る多様なツール

を組み合わせ社会の様々な領域を標的としてハイブリッド戦を仕掛けることが想定されている。次

項以降では、このようなコンセプト・モデルが示すハイブリッド戦の複雑性を念頭に置きつつ、「い

かづち」による台湾海峡航行に対する中国の対応を、威圧的な軍事活動、情報操作、法律の恣意的

な利用の 3つの手段の観点から分析する。 
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(3) 威圧的な軍事活動—第一列島線を越える軍事プレゼンスと即応性の誇示 

近年、中国軍部隊が東シナ海から第一列島線を越えて太平洋に進出する事例は著しく増加してい

る28。これは、中国軍がより遠方での作戦能力を向上させることを指向していることを反映したも

のとみられる。さらに、台湾有事の発生及び米軍の介入を想定した場合に主要な戦闘が発生するこ

とが予想される太平洋西部に進出し訓練を行うことで、より実戦的な環境で経験を蓄積するととも

に、日本、米国、台湾等に対するけん制を企図しているものとみられる。 

中国軍部隊が東シナ海から太平洋へ進出する際の主な経路は、①大隅海峡、②屋久島と口之島の

間の海域（以下「屋久島・口之島間」という。）、③奄美大島・横当島間、④沖縄本島と宮古島の間

の海域（以下「沖縄本島・宮古島間」という。）、⑤与那国島と西表島の間の海域（以下「与那国島・

西表島間」という。）、⑥与那国島と台湾の間の海域（以下「与那国島・台湾間」という。）である（図

2参照）29。これらのうち、沖縄本島・宮古島間は幅が最も広い、水深が深い、台湾に比較的近いと

いった理由から中国軍によって最も多く使用されている進出経路である。一方、近年、沖縄本島・

宮古島間以外の経路の使用も増加している30。 

 

図 2 中国軍が東シナ海から太平洋へ展開する際の主な進出経路 

 

資料源：防衛省資料31及び国土地理院資料32を基に筆者作成 

 

今回の対応において中国軍が太平洋に進出する際に使用した奄美大島・横当島間もその周辺にお

いて中国軍の活動が活発化している海域である。2020 年 6 月と 2021 年 9月には、奄美大島周辺の

日本の接続水域内で中国国籍と推定される潜水艦の潜水航行が確認された33。また、2025 年 4月 12

日には中国海軍ドンディアオ級情報収集艦が奄美大島・横当島間を北東進し太平洋に向けて航行し

たことが確認された34。奄美大島・横当島間は、前述の経路のうちでは比較的幅が広い、中国軍の
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東部戦区海軍司令部が所在する寧波を含む東シナ海沿岸の中国軍基地からの距離が近いといった

中国側にとって望ましい条件を備えていることから35、中国軍は沖縄本島・宮古島間を代替し得る

潜水艦を含む艦艇の進出経路として同海域を戦略的に重視している可能性がある。 

このような奄美大島・横当島間の戦略的な重要性を考慮すれば、「いかづち」による台湾海峡航行

からわずか 2日後に中国海軍艦艇が当該海域を航行したことは、沖縄本島・宮古島間以外にも複数

の進出経路によって太平洋に進出する実績を積み重ね、第一列島線を越える軍事プレゼンスと即応

性を示すことで日本、米国、台湾等を軍事的に威圧しつつ牽制することを企図したものであったと

みられる。さらに、複数の経路による進出を常態化させ、これらの主体に対して特に警戒・監視に

関わる運用上の負荷を増大させるねらいもあったものと推察される。 

(4) 情報操作—日本が台湾海峡の平和と安定を破壊するというフレーミング 

「いかづち」による台湾海峡航行について日本政府及び防衛省は公式な発表を行っていない。し

かしながら、日本政府は従来から公海自由の原則に基づき航行の自由を維持・擁護するという立場

をとってきた36。また台湾海峡についても、その平和と安定は国際社会の安全と繁栄に不可欠な要

素であり、両岸問題の平和的解決を期待するとの立場を明示してきた37。 

しかし、中国側はこのような日本側の立場に言及することなく、日本側が「いかづち」による台

湾海峡航行によって台湾海峡をめぐる情勢及びインド太平洋地域における国家間関係の緊張を一

方的にエスカレーションさせているとの印象を与えうる情報を発信してきた。前述のように中国外

務省は「いかづち」による台湾海峡航行を「「台湾独立分離主義勢力」に対するあやまったシグナ

ル」、「武力介入」等と表現することによって日本側を非難するとともにそれらの行動は「台湾海峡

の平和と安定を破壊する試みである」と位置づけた。また、前述の『環球時報』による報道では、

「いかづち」による台湾海峡航行が行われた 4 月 17 日が日清戦争の講和条約であり日本への台湾

の割譲を含む下関条約が調印された日付であったことを根拠として、日本の政治家は「台湾独立分

離主義勢力」にあやまったシグナルを送るために象徴的な日付を選んだとの見方が紹介された。 

この他、中国メディアによって真偽不明な情報も発信された。『環球時報』は、4 月 18 日、中国

海軍 054A型ミサイル駆逐艦「紅河（Honghe）」は「海峡」を強硬に通過しようとする「外国軍艦」

を 20 時間に及ぶ対峙の末に退去させたと報じた38。「海峡」の具体的位置及び「外国軍艦」の国籍

は示されておらず、報道内容は全般的に曖昧である。しかし、「いかづち」による台湾海峡航行のわ

ずか 1日後に実施された報道であることから、当該報道は意図的に曖昧な情報を発信しながら、中

国海軍艦艇の活動によって海自艦艇が台湾海峡航行を断念したという印象を中国国内及び国際社

会に与えるための情報操作であった可能性が高い。 

このように中国は「いかづち」による台湾海峡航行に関連し、真偽不明な情報を含む多数の情報

を発信してきた。これらの情報は、日本が台湾情勢に関連し中国に対し軍事的な活動を含む挑発的

な行為を行っている、日本と「台湾独立分離主義勢力」が連携している、清国から日本への台湾割

譲を含む内容である下関条約と「いかづち」による台湾海峡航行を意図的に関連付けるといった内

容を含んでおり、中国側によって戦略的に発信されたナラティブである。中国はこのようなナラテ

ィブ発信によって、日本が武力によって現状変更を試み台湾海峡の平和と安定を含む国際秩序を破

壊する勢力であるとフレーミングすることによって、国際社会において日本と同盟国・パートナー

国との関係を弱体化させ日本を外交的に孤立させることを企図しているものとみられる。 
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(5) 法律の恣意的な利用—海峡の航行と航行の自由に関するダブル・スタンダードな主張 

近年、中国が海洋における既存の国際秩序とは相容れない主張を展開し、それに基づいて自国の

権利を一方的に主張するとともに行動する事例が多くみられる39。中国が南シナ海においていわゆ

る「九段線」に基づく「歴史的権利」を主張しており、2016年にフィリピンと中国の間の南シナ海

に関する仲裁判断によって「歴史的権利」が否定された後にも当該判断に従う意思がないことを明

確化していることは周知の事実である40。 

台湾海峡に関しても、中国は独自の法解釈に基づく権利を主張しており、中国メディアはその主

張に沿った情報発信を行っている。「いかづち」による台湾海峡航行に関連して、『環球時報』は、

中国軍事専門家のコメントという形で、台湾海峡は公海でも国際水域（international water）でもな

く、国連海洋法条約及び中国国内法に基づき中国の内水、領海、接続水域及び排他的経済水域を含

む、中国は「関連水域（relevant waters）」における他国の「正当な権利（legitimate rights）」を尊重し

つつ台湾海峡において主権と管轄権を享受するといった内容を含む中国側の主張を報じている41。

なお、中国政府は、通例、他国の軍艦による台湾海峡航行を非難する際にも「中国は台湾海峡の関

連水域における他国の正当な権利を尊重する」との言葉を加えていたが42、「いかづち」による台湾

海峡航行においてはこのような表現は確認できなかった。一方、同じ報道の中で、奄美大島・横当

島間についても言及されており、当該海域は「非領水（non-territorial water）」を含んでいることか

ら、関連する法規に基づき、「非領水」においては全ての国の船舶及び航空機が航行及び上空飛行の

自由を享受するとの主張がなされている43。 

当該報道における「関連水域」及び「正当な権利」の細部は不明であるが、中国は台湾海峡を公

海でも国際水域でもないと位置付けることで、台湾海峡における航行の自由を制限する意図がある

とみられる。他方、奄美大島・横当島間においては、「公海」及び「国際水域」の概念の使用を避け

つつ当該海域における航行の自由を主張するために「非領水」という語を用いたものとみられる44。    

中国はこのような海峡の航行と航行の自由に関するダブル・スタンダードな主張を行うために、

法律を恣意的に利用している。すなわち、中国は「公海」、「国際水域」といった海洋の広い範囲を

対象とする一般的な概念を用いるのではなく、奄美大島・横当島間のような個別具体的な海域を対

象としその海域においては「非領水」の部分で航行の自由が認められるという論法を展開する。こ

れによって「いかづち」による台湾海峡航行及びそれに対する中国側の対応は、国際的な海洋秩序

をめぐる普遍的な問題でなく、あくまで特定の海域をめぐる関連する利害関係主体間の問題である

として問題自体を矮小化する意図があるとみられる。こうした中国による主張の背景には、台湾海

峡に関し独自の法解釈に基づく権利を主張し他国の活動を制限する一方で自国が第一列島線を越

えて太平洋に進出するために有利な環境を作り出すために、海峡の航行及び航行の自由に関する問

題を一般化せず、個別具体的な範囲にとどめておく方が望ましいという実利的な判断があるとみら

れる。また、今回、中国政府が「台湾海峡の関連水域における他国の正当な権利を尊重する」とい

った表現を用いなかったことで、日本をより強く威圧することを企図した可能性がある。 

 

4 結論 

 本稿では、「いかづち」による台湾海峡航行に対する中国の対応をハイブリッド戦の観点から分

析した。具体的には、中国が用いた軍事的な威圧、情報操作、法律の恣意的な利用の 3つの手段ご
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とに分析を行った。 

軍事的な威圧については、「いかづち」による台湾海峡航行のわずか 2 日後に中国海軍艦艇が奄

美大島・横当島間を航行することで第一列島線を越える軍事プレゼンスと即応性を示し日本、米国、

台湾等を牽制するとともに、複数の経路による進出を常態化させこれらの主体の運用上の負荷を増

大させるねらいがあったものとみられる。 

情報操作については、真偽不明な情報を含む戦略的なナラティブ発信により日本を武力によって

現状変更を試み台湾海峡の平和と安定を含む国際秩序を破壊する勢力であるとフレーミングする

ことで、国際社会において日本と同盟国・パートナー国との関係を弱体化させ日本を外交的に孤立

させることが企図されているとみられる。 

法律の恣意的な利用については、「非領水」等の概念を用いながら海峡の航行と航行の自由に関

するダブル・スタンダードな主張を行い、台湾海峡における航行の自由を制限する一方で自国が第

一列島線を越えて太平洋に進出するために有利な環境を作り出すことを目指しているとみられる。

また、「いかづち」による台湾海峡航行の際には、以前の海自艦艇による台湾海峡航行の場合と異な

り中国政府が「台湾海峡の関連水域における他国の正当な権利を尊重する」といった表現を用いな

かったことから、日本をこれまで以上に強く威圧することを企図した可能性がある。この点につい

ては、今後、日本以外の国の軍艦が台湾海峡を航行した際に、中国政府が同様の対応をするかが注

目される。 

これらの手段に共通していることは、軍事的活動と情報発信を組み合わせることで対象の意思決

定に影響を及ぼすことが企図されている点である。すなわち、軍事的な威圧とプレゼンス誇示、戦

略的なナラティブ発信を含む情報操作、独自の法解釈に基づく台湾海峡における権利の主張等の法

律の恣意的な利用等の手段によって、日本、米国、台湾等さらには広く国際社会において、集団・

組織・個人といった様々な階層の意思決定に影響を及ぼすことが目指されている。三戦を展開する

中国は物理領域のみならず、情報領域、認知領域をも戦いの場として認識しているとみられ、「いか

づち」による台湾海峡航行に対する中国の対応もこのような認識を反映したハイブリッド戦の一環

であると考えられる。 

「国家安全保障戦略」では、「武力攻撃の前から偽情報の拡散等を通じた情報戦が展開されるな

ど、軍事目的遂行のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイブリッド戦が、今後

更に洗練された形で実施される可能性が高い45」と述べられている。「いかづち」による台湾海峡航

行に対する中国の対応はこのような洗練されたハイブリッド戦の一例であり、今後も中国は軍事活

動と情報発信を巧みに組み合わせたハイブリッド戦を継続的に実施する可能性が高い。 

今回の中国の行動が日本、米国、台湾さらには国際社会において直ちに大きな影響力を発揮する

可能性は低い。しかし、中国はこのようなハイブリッド戦を常続的に仕掛け、対象の意思決定に徐々

に影響を及ぼしていくことを企図しているとみられる。このように長期にわたり継続的に実施され

る中国によるハイブリッド戦に対抗していくために、日本政府及び防衛省・自衛隊は、陸・海・空

の従来ドメインにおける優勢のみならず、情報領域及び認知領域における優勢をも確保していく必

要がある。既に情報本部の体制強化、陸上自衛隊情報作戦隊及び海上自衛隊情報作戦集団の新編等

によって認知領域における情報戦に対応するための動きが始まっているが46、このような情報領域

及び認知領域における戦いのための能力強化が継続的に実施されていくことが望ましい。また、近
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年のグローバル化の進展と情報通信技術の発達によって国際的な情報空間が一体化していること

を踏まえれば、情報領域及び認知領域における戦いを一国のみで実施していくことは困難である。

このため、同盟国である米国をはじめ自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍

的価値を共有するパートナー国・地域と情報領域及び認知領域における戦いのための協力を強化し

ていくことも重要である。 
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